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国

税

庁

が

４

月

�

日

、

源

泉

徴

収

義

務

者

向

け

に

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

に

つ

い

て

の

各

種

情

報

を

公

表

し

た

（

５

月

５

日

号

１

面

参

照

）

。

こ

れ

ら

内

容

の

う

ち

、

前

号

で

は

、

７

年

分

の

年

末

調

整

に

お

け

る

留

意

事

項

を

詳

報

し

た

。

今

号

で

は

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

を

中

心

に

お

伝

え

す

る

。

　

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

で

は

、

従

業

員

か

ら

提

出

を

受

け

る

「

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

や

「

従

た

る

給

与

に

つ

い

て

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

（

二

つ

を

あ

わ

せ

て

扶

養

控

除

等

申

告

書

と

い

う

）

に

「

源

泉

控

除

対

象

親

族

」

の

記

載

が

正

し

く

行

わ

れ

て

い

る

か

を

確

認

の

上

、

新

た

な

源

泉

徴

収

税

額

表

に

基

づ

き

、

各

月

（

日

）

の

源

泉

徴

収

を

行

う

こ

と

に

な

る

。

　

７

年

分

ま

で

は

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

「

控

除

対

象

扶

養

親

族

」

を

記

載

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

が

７

年

度

改

正

で

特

定

親

族

特

別

控

除

が

創

設

さ

れ

た

こ

と

に

伴

っ

て

、

８

年

分

以

後

は

「

源

泉

控

除

対

象

親

族

」

を

記

載

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

で

の

源

泉

控

除

対

象

親

族

は

図

の

通

り

。

　

こ

の

源

泉

控

除

対

象

親

族

は

、

①

控

除

対

象

扶

養

親

族

と

②

居

住

者

と

生

計

を

一

に

す

る

親

族

（

里

子

を

含

み

、

配

偶

者

、

青

色

事

業

専

従

者

と

し

て

給

与

の

支

払

を

受

け

る

人

お

よ

び

白

色

事

業

専

従

者

を

除

く

）

の

う

ち

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

超

１

０

０

万

円

以

下

の

人

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

人

を

い

う

。

こ

の

中

で

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

は

居

住

者

と

生

計

を

一

に

す

る

親

族

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

以

下

の

人

の

う

ち

�

歳

以

上

の

人

な

ど

を

指

す

。

　

居

住

者

と

生

計

を

一

に

す

る

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

親

族

（

配

偶

者

等

は

除

く

）

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

超

１

２

３

万

円

以

下

の

人

で

あ

れ

ば

特

定

親

族

に

該

当

す

る

が

、

す

べ

て

が

源

泉

控

除

対

象

親

族

に

な

る

わ

け

で

は

な

く

、

源

泉

控

除

対

象

親

族

と

し

て

特

定

親

族

特

別

控

除

が

給

与

か

ら

の

源

泉

徴

収

の

際

に

適

用

で

き

る

の

は

合

計

所

得

金

額

が

１

０

０

万

円

以

下

の

場

合

に

限

ら

れ

る

（

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

所

得

の

見

積

額

を

記

載

）

。

　

な

お

、

８

年

分

以

後

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

は

今

年

６

月

末

ご

ろ

に

、

８

年

分

の

源

泉

徴

収

税

額

表

は

今

年

８

月

末

ご

ろ

に

そ

れ

ぞ

れ

国

税

庁

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

は

９

日

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

の

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

拡

充

枠

（

Ｅ

類

型

）

に

お

け

る

留

意

事

項

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

拡

充

枠

で

は

新

た

に

建

物

が

対

象

と

な

る

予

定

だ

が

、

投

資

計

画

の

確

認

申

請

前

に

着

工

を

開

始

し

た

建

物

は

対

象

外

と

な

る

と

し

て

注

意

を

呼

び

か

け

て

い

る

。

こ

の

着

工

に

つ

い

て

は

、

建

築

基

準

法

の

規

定

に

よ

る

確

認

済

証

を

受

け

た

日

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

拡

充

枠

に

つ

い

て

は

、

経

営

力

向

上

計

画

申

請

前

�

日

以

内

に

取

得

し

た

設

備

を

対

象

と

す

る

例

外

措

置

は

適

用

さ

れ

な

い

と

し

て

い

る

。

　

中

企

庁

で

は

、

拡

充

枠

に

つ

い

て

、

所

得

税

法

等

改

正

法

令

が

４

月

１

日

に

施

行

さ

れ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

現

在

、

税

制

適

用

に

必

要

と

な

る

経

営

力

向

上

設

備

等

に

関

す

る

具

体

的

な

要

件

等

に

関

す

る

関

連

規

定

及

び

様

式

を

整

備

し

て

お

り

、

整

い

次

第

運

用

を

開

始

す

る

予

定

で

、

改

め

て

中

企

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

案

内

す

る

と

し

て

い

る

。

　

政

府

税

制

調

査

会

（

会

長

＝

翁

百

合

日

本

総

合

研

究

所

理

事

長

）

は

�

日

、

第

５

回

総

会

を

開

催

し

た

。

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

は

、

所

得

税

と

個

人

住

民

税

に

お

い

て

物

価

上

昇

局

面

に

お

け

る

税

負

担

の

調

整

及

び

就

業

調

整

へ

の

対

応

が

措

置

さ

れ

た

と

こ

ろ

、

７

年

度

税

制

改

正

法

の

附

則

に

は

、

物

価

の

上

昇

等

を

踏

ま

え

た

基

礎

控

除

等

の

額

の

適

時

の

引

上

げ

の

具

体

的

な

方

策

の

検

討

が

明

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

を

受

け

、

政

府

税

調

で

は

、

専

門

家

会

合

に

お

い

て

そ

の

検

討

を

行

う

と

し

た

。

年

末

に

行

わ

れ

る

与

党

の

税

制

改

正

議

論

に

向

け

て

意

見

を

ま

と

め

る

こ

と

も

視

野

に

入

れ

て

、

議

論

を

進

め

る

と

し

て

い

る

。

　

同

附

則

で

は

、

①

我

が

国

の

経

済

社

会

の

構

造

変

化

を

踏

ま

え

、

各

種

所

得

の

課

税

の

在

り

方

及

び

人

的

控

除

を

は

じ

め

と

す

る

各

種

控

除

の

在

り

方

の

見

直

し

を

含

む

所

得

税

の

抜

本

的

な

改

革

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

そ

の

結

果

に

基

づ

き

、

必

要

な

法

制

上

の

措

置

を

講

ず

る

、

②

基

礎

控

除

等

の

額

が

定

額

で

あ

る

こ

と

に

よ

り

物

価

が

上

昇

し

た

場

合

に

実

質

的

な

所

得

税

の

負

担

が

増

加

す

る

と

い

う

課

題

へ

の

対

応

に

つ

い

て

、

所

得

税

の

源

泉

徴

収

を

す

る

義

務

が

あ

る

者

の

事

務

負

担

へ

の

影

響

も

勘

案

し

つ

つ

、

物

価

の

上

昇

等

を

踏

ま

え

て

基

礎

控

除

等

の

額

を

適

時

に

引

き

上

げ

る

と

い

う

基

本

的

方

向

性

に

よ

り

、

具

体

的

な

方

策

を

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

　

①

の

所

得

税

の

抜

本

的

な

改

革

に

つ

い

て

は

中

長

期

的

な

視

点

で

、

②

の

具

体

的

な

方

策

に

つ

い

て

は

優

先

的

に

検

討

を

行

う

と

し

て

い

る

。

な

お

、

①

、

②

と

も

に

「

活

力

あ

る

長

寿

社

会

に

向

け

た

ラ

イ

フ

コ

ー

ス

に

中

立

な

税

制

に

関

す

る

専

門

家

会

合

」

で

論

点

整

理

し

、

総

会

で

も

議

論

す

る

と

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ５ �

第３６５０号
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令

和

７

年

４

月

、

東

京

地

方

税

理

士

会

に

お

い

て

、

全

国

初

、

女

性

の

税

理

士

会

会

長

が

誕

生

し

た

。

折

し

も

日

本

税

理

士

会

連

合

会

で

は

、

今

年

７

月

の

理

事

改

選

か

ら

、

多

様

性

推

進

に

向

け

て

ク

オ

ー

タ

制

を

導

入

す

る

と

し

て

い

る

。

ク

オ

ー

タ

制

は

、

理

事

の

女

性

枠

を

強

制

的

に

設

定

、

女

性

理

事

の

割

合

を

増

や

す

取

組

み

★

税

理

士

試

験

で

は

す

で

に

、

税

法

科

目

の

受

験

資

格

要

件

の

緩

和

が

実

施

さ

れ

、

「

法

律

学

又

は

経

済

学

」

に

属

す

る

科

目

を

少

な

く

と

も

１

科

目

は

履

修

す

る

必

要

が

あ

っ

た

が

、

科

目

が

「

社

会

科

学

」

に

拡

充

さ

れ

た

た

め

、

例

え

ば

、

文

学

部

や

理

工

学

部

の

大

学

生

・

卒

業

生

の

受

験

可

能

性

が

広

が

っ

た

と

さ

れ

て

い

る

★

今

は

多

様

性

の

時

代

と

よ

く

言

わ

れ

る

。

税

理

士

業

界

に

お

け

る

こ

れ

ら

の

動

き

、

ど

れ

だ

け

影

響

を

与

え

る

か

は

未

知

数

だ

が

、

業

界

内

に

変

化

を

望

む

声

は

多

い

だ

ろ

う

。

（

Ｙ

）

　

「

１

０

０

億

宣

言

」

の

申

請

受

付

と

１

０

０

億

宣

言

を

行

う

こ

と

が

補

助

要

件

の

一

つ

に

な

っ

て

い

る

中

小

企

業

成

長

加

速

化

補

助

金

の

申

請

受

付

が

そ

れ

ぞ

れ

８

日

に

始

ま

っ

た

。

宣

言

取

得

企

業

を

対

象

と

す

る

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

拡

充

（

Ｅ

類

型

）

も

夏

以

降

に

適

用

が

可

能

と

な

る

予

定

。

こ

こ

で

は

、

新

た

な

取

組

み

で

あ

る

１

０

０

億

宣

言

に

つ

い

て

、

何

の

た

め

に

創

設

さ

れ

た

も

の

な

の

か

や

宣

言

を

す

る

こ

と

の

具

体

的

な

メ

リ

ッ

ト

を

改

め

て

紹

介

す

る

。

　

経

済

産

業

省

は

２

日

、

研

究

開

発

税

制

等

の

在

り

方

に

関

す

る

研

究

会

を

設

置

し

た

。

座

長

に

は

慶

応

大

学

の

土

居

丈

朗

教

授

が

就

い

た

。

日

本

の

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

力

の

低

下

が

叫

ば

れ

る

中

で

、

企

業

が

リ

ス

ク

を

取

っ

て

長

期

目

線

で

戦

略

的

に

科

学

技

術

に

投

資

し

、

ま

た

大

学

等

が

科

学

技

術

と

ビ

ジ

ネ

ス

の

好

循

環

の

ハ

ブ

と

し

て

成

長

す

る

こ

と

が

重

要

と

の

認

識

の

下

、

研

究

開

発

税

制

な

ど

の

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

関

連

税

制

を

ど

の

よ

う

な

仕

組

み

と

す

れ

ば

よ

り

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

機

能

を

果

た

す

か

こ

と

が

で

き

る

か

を

検

討

す

る

。

　

地

方

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

で

は

、

住

所

地

課

税

の

例

外

と

な

っ

て

い

る

道

府

県

民

税

利

子

割

に

つ

い

て

、

税

収

帰

属

の

適

正

化

を

検

討

し

て

お

り

（

４

月

�

日

号

３

面

参

照

）

、

９

日

に

開

催

さ

れ

た

第

３

回

で

は

、

利

子

割

の

税

収

帰

属

の

適

正

化

に

向

け

た

基

本

的

考

え

方

（

案

）

が

示

さ

れ

た

。

そ

れ

よ

る

と

、

利

子

割

に

つ

い

て

、

住

所

地

課

税

の

実

現

が

困

難

で

あ

っ

て

も

、

利

子

割

の

あ

る

べ

き

税

収

帰

属

地

と

課

税

団

体

の

乖

離

が

拡

大

し

て

い

る

現

状

に

対

し

、

早

急

に

対

応

す

る

た

め

の

何

ら

か

の

措

置

が

必

要

で

は

な

い

か

と

し

た

。

な

お

、

参

考

と

し

て

第

２

回

で

も

示

さ

れ

た

、

地

方

消

費

税

の

清

算

制

度

が

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

　

政

府

税

制

調

査

会

の

経

済

社

会

の

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

対

応

と

納

税

環

境

整

備

に

関

す

る

専

門

家

会

合

（

座

長

＝

岡

村

忠

生

京

都

大

学

名

誉

教

授

）

は

�

日

、

第

２

回

会

合

を

開

催

し

た

。

昨

年

�

月

の

第

１

回

会

合

で

は

、

国

境

を

越

え

た

Ｅ

Ｃ

取

引

に

お

け

る

消

費

税

に

つ

い

て

、

①

国

外

事

業

者

に

よ

る

無

申

告

が

生

じ

て

い

る

お

そ

れ

、

②

少

額

貨

物

が

免

税

対

象

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

国

内

事

業

者

と

の

競

争

上

の

不

均

衡

が

生

じ

て

い

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

し

て

、

①

で

は

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

に

納

税

義

務

を

転

換

す

る

、

②

で

は

少

額

輸

入

貨

物

に

対

す

る

免

税

制

度

の

廃

止

等

の

対

応

策

が

示

さ

れ

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

第

２

回

会

合

で

は

、

諸

外

国

に

お

け

る

課

税

状

況

や

課

税

方

法

な

ど

に

つ

い

て

、

新

た

な

資

料

が

示

さ

れ

、

委

員

か

ら

は

前

回

と

同

様

に

、

問

題

へ

の

対

応

が

必

要

と

い

っ

た

意

見

が

あ

っ

た

。

　

国

境

を

越

え

た

Ｅ

Ｃ

取

引

に

は

一

般

的

に

、

①

国

外

事

業

者

が

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

が

管

理

す

る

国

内

倉

庫

に

い

っ

た

ん

納

め

た

商

品

を

、

Ｅ

Ｃ

サ

イ

ト

を

通

じ

て

販

売

す

る

場

合

（

フ

ル

フ

ィ

ル

メ

ン

ト

サ

ー

ビ

ス

）

と

、

②

国

外

事

業

者

か

ら

海

外

直

送

す

る

場

合

の

二

つ

の

形

態

が

存

在

す

る

。

　

①

で

は

、

国

外

事

業

者

が

国

内

販

売

に

係

る

消

費

税

の

納

税

義

務

を

負

う

が

、

多

く

の

無

申

告

が

生

じ

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

。

　

②

で

は

、

国

内

消

費

者

が

そ

の

引

き

取

り

時

に

輸

入

消

費

税

の

納

税

義

務

を

負

う

が

、

少

額

貨

物

（

課

税

価

格

１

万

円

以

下

）

が

免

税

対

象

と

さ

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

取

引

に

つ

い

て

国

内

事

業

者

と

の

間

に

競

争

上

の

不

均

衡

が

生

じ

て

い

る

お

そ

れ

が

あ

る

。

　

第

２

回

会

合

で

は

、

フ

ル

フ

ィ

ル

メ

ン

ト

サ

ー

ビ

ス

に

お

け

る

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

に

対

す

る

課

税

に

つ

い

て

、

前

回

示

さ

れ

た

Ｅ

Ｕ

の

課

税

方

法

の

ほ

か

、

同

様

の

仕

組

み

が

英

国

、

ス

イ

ス

、

メ

キ

シ

コ

、

カ

ナ

ダ

な

ど

に

お

い

て

も

導

入

さ

れ

て

い

る

と

し

た

。

　

少

額

輸

入

貨

物

に

対

す

る

免

税

制

度

に

つ

い

て

は

、

近

年

、

見

直

し

が

相

次

い

で

い

る

諸

外

国

の

課

税

状

況

が

示

さ

れ

た

。

ま

た

、

主

な

課

税

方

法

と

さ

れ

る

Ｅ

Ｕ

方

式

と

豪

州

方

式

に

つ

い

て

、

課

税

フ

ロ

ー

、

メ

リ

ッ

ト

と

デ

メ

リ

ッ

ト

、

Ｅ

Ｃ

事

業

者

や

通

関

事

業

者

な

ど

の

意

見

、

税

務

当

局

に

対

す

る

事

業

者

の

登

録

状

況

、

豪

州

に

お

け

る

国

外

事

業

者

に

対

す

る

執

行

状

況

な

ど

が

新

た

に

示

さ

れ

た

。

　

委

員

か

ら

は

、

通

関

業

者

や

税

関

に

相

当

の

負

荷

が

見

込

ま

れ

る

Ｅ

Ｕ

方

式

で

は

な

く

、

豪

州

方

式

の

導

入

を

求

め

る

声

が

複

数

あ

っ

た

。

　

令

和

５

年

２

月

に

中

小

企

業

庁

が

設

置

し

た

「

中

小

企

業

の

成

長

経

営

の

実

現

に

向

け

た

研

究

会

」

で

は

、

中

小

企

業

の

成

長

経

営

の

実

現

に

向

け

た

新

た

な

政

策

の

方

向

性

を

検

討

し

、

こ

れ

ま

で

に

２

度

の

中

間

報

告

を

行

っ

て

い

る

。

そ

の

中

で

、

売

上

高

が

１

０

０

億

円

規

模

の

「

１

０

０

億

企

業

」

が

輸

出

等

に

よ

り

域

外

需

要

を

獲

得

す

る

と

と

も

に

、

域

内

調

達

に

よ

っ

て

地

域

に

新

た

な

需

要

を

生

み

出

す

と

い

っ

た

特

徴

を

持

っ

て

お

り

、

こ

う

し

た

企

業

が

地

域

の

中

核

的

な

企

業

と

し

て

成

長

、

発

展

す

る

こ

と

で

、

地

域

経

済

も

発

展

で

き

る

と

指

摘

。

一

方

、

１

０

０

億

企

業

の

創

出

を

加

速

さ

せ

る

に

は

、

経

営

者

が

高

い

成

長

意

欲

を

持

つ

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

に

参

加

し

、

成

長

に

向

け

た

気

づ

き

を

得

る

環

境

が

必

要

と

な

る

も

の

の

、

こ

う

し

た

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

が

存

在

し

て

い

な

い

と

し

て

、

行

政

主

導

で

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

を

構

築

す

る

こ

と

を

目

的

に

１

０

０

億

宣

言

が

考

案

さ

れ

た

。

　

１

０

０

億

宣

言

の

「

よ

く

あ

る

ご

質

問

」

に

よ

る

と

、

宣

言

を

す

る

こ

と

で

得

ら

れ

る

メ

リ

ッ

ト

は

、

大

き

く

分

け

て

、

①

１

０

０

億

宣

言

の

ロ

ゴ

マ

ー

ク

を

使

用

で

き

る

、

②

宣

言

企

業

を

対

象

と

し

た

補

助

金

事

業

等

が

受

け

ら

れ

る

、

③

宣

言

企

業

を

対

象

と

し

た

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

へ

参

加

で

き

る

、

④

そ

の

他

、

売

上

高

１

０

０

億

円

を

目

指

す

企

業

を

支

援

す

る

各

種

支

援

策

に

関

す

る

情

報

が

得

ら

れ

る

―

―

の

４

点

が

あ

る

。

こ

の

う

ち

、

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

へ

の

参

加

は

夏

以

降

可

能

と

な

る

見

込

み

。

　

宣

言

が

で

き

る

の

は

売

上

高

�

億

円

以

上

１

０

０

億

円

未

満

の

中

小

企

業

（

原

則

と

し

て

中

小

企

業

基

本

法

に

基

づ

く

中

小

企

業

者

ま

た

は

法

人

税

法

に

基

づ

く

中

小

法

人

）

で

、

宣

言

に

は

、

企

業

概

要

（

現

状

の

売

上

高

、

従

業

員

数

等

）

、

売

上

高

１

０

０

億

円

の

実

現

の

目

標

と

課

題

、

売

上

高

１

０

０

億

円

実

現

に

向

け

た

具

体

的

措

置

、

実

施

体

制

、

経

営

者

の

コ

ミ

ッ

ト

（

メ

ッ

セ

ー

ジ

）

を

盛

り

込

む

。

宣

言

は

企

業

の

取

組

み

を

見

え

る

化

し

、

一

層

の

機

運

醸

成

を

図

る

た

め

、

１

０

０

億

円

企

業

成

長

ポ

ー

タ

ル

に

掲

載

す

る

。

　

な

お

、

売

上

高

１

０

０

億

円

の

達

成

ま

で

の

期

間

は

お

お

よ

そ

�

年

以

内

を

目

安

と

し

て

お

り

、

１

０

０

億

円

を

達

成

し

た

場

合

は

１

０

０

億

達

成

企

業

と

し

て

ポ

ー

タ

ル

に

掲

載

を

継

続

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

国

税

庁

の

シ

ス

テ

ム

刷

新

に

伴

い

、

申

告

書

等

の

様

式

が

改

定

さ

れ

る

。

国

税

庁

で

は

、

基

幹

シ

ス

テ

ム

の

刷

新

と

し

て

、

次

世

代

シ

ス

テ

ム

と

な

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

を

令

和

８

年

度

に

導

入

す

る

予

定

。

現

在

、

申

告

書

等

の

一

部

の

書

面

に

つ

い

て

は

、

Ｏ

Ｃ

Ｒ

で

読

み

取

っ

て

い

る

と

こ

ろ

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

で

は

、

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

を

導

入

し

、

書

面

提

出

さ

れ

た

申

告

書

、

申

請

書

等

を

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

で

読

み

取

り

、

デ

ジ

タ

ル

化

（

デ

ー

タ

化

及

び

イ

メ

ー

ジ

化

）

す

る

。

そ

の

た

め

、

現

状

の

申

告

書

、

申

請

書

等

の

様

式

を

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

の

読

み

取

り

に

適

し

た

様

式

に

改

定

す

る

と

し

て

い

る

。

レ

イ

ア

ウ

ト

変

更

を

行

う

帳

票

の

ド

ラ

フ

ト

版

は

順

次

、

公

表

さ

れ

て

お

り

、

７

年

４

月

末

時

点

の

総

数

は

２

４

２

４

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

Ｏ

Ｃ

Ｒ

と

は

、

紙

や

画

像

デ

ー

タ

に

含

ま

れ

る

文

字

を

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

で

読

み

取

り

、

テ

キ

ス

ト

デ

ー

タ

に

変

換

す

る

機

能

。

こ

の

Ｏ

Ｃ

Ｒ

に

Ａ

Ｉ

（

人

工

知

能

）

技

術

を

加

え

た

も

の

が

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

で

、

機

械

学

習

に

よ

る

文

字

識

字

率

の

向

上

な

ど

が

期

待

で

き

る

。

　

国

税

庁

の

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

の

説

明

で

は

、

「

フ

リ

ー

ピ

ッ

チ

枠

の

文

字

を

認

識

」

と

な

っ

て

お

り

、

文

字

枠

の

な

い

体

裁

に

手

書

き

し

た

文

字

の

認

識

が

想

定

さ

れ

る

。

実

際

に

公

表

さ

れ

て

い

る

申

告

書

等

で

は

、

現

行

の

申

告

書

等

の

金

額

欄

な

ど

に

あ

る

文

字

枠

が

な

く

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

二

次

元

バ

ー

コ

ー

ド

や

様

式

Ｉ

Ｄ

な

ど

が

印

字

さ

れ

て

い

る

（

画

像

参

照

）

。

　

な

お

、

公

表

さ

れ

て

い

る

申

告

書

等

は

ド

ラ

フ

ト

版

で

あ

る

た

め

、

今

後

変

更

す

る

可

能

性

が

あ

る

と

し

て

お

り

、

「

通

信

日

付

」

欄

や

余

白

設

定

や

フ

ォ

ン

ト

サ

イ

ズ

、

枠

の

サ

イ

ズ

な

ど

、

軽

微

な

修

正

も

行

う

予

定

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

基

幹

シ

ス

テ

ム

の

刷

新

に

伴

う

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

仕

様

書

等

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

シ

ス

テ

ム

開

発

部

署

や

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

開

発

業

者

等

が

開

発

す

る

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

に

お

い

て

影

響

が

大

き

い

た

め

、

６

年

度

か

ら

順

次

、

ド

ラ

フ

ト

版

の

公

開

、

７

年

の

中

旬

を

目

途

に

初

回

の

公

開

を

実

施

し

、

そ

の

後

も

、

現

在

稼

働

し

て

い

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

改

修

内

容

を

反

映

し

て

、

順

次

、

仕

様

公

開

を

実

施

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

国

土

交

通

省

は

こ

の

ほ

ど

、

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

有

識

者

会

議

が

４

月

�

日

に

開

催

し

た

第

３

回

会

議

の

資

料

を

公

表

し

た

。

　

そ

の

中

の

、

中

間

と

り

ま

と

め

（

素

案

）

で

は

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

に

よ

る

住

宅

取

得

の

促

進

効

果

、

住

宅

投

資

額

の

押

上

効

果

の

試

算

、

省

エ

ネ

性

能

の

高

い

住

宅

や

子

育

て

世

帯

等

に

係

る

借

入

限

度

額

上

乗

せ

措

置

の

効

果

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

内

容

は

お

お

む

ね

、

「

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

に

よ

り

住

宅

取

得

が

促

進

さ

れ

て

い

る

可

能

性

が

示

唆

さ

れ

た

」

と

い

っ

た

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

効

果

に

つ

い

て

肯

定

的

な

結

果

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

新

築

住

宅

に

係

る

固

定

資

産

税

の

減

額

措

置

の

効

果

検

証

、

リ

フ

ォ

ー

ム

促

進

税

制

の

効

果

検

証

、

空

き

家

の

譲

渡

所

得

３

０

０

０

万

円

特

別

控

除

の

効

果

検

証

に

つ

い

て

の

結

果

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

同

有

識

者

会

議

で

は

、

６

月

�

日

に

開

催

予

定

の

第

４

回

会

議

に

お

い

て

、

中

間

と

り

ま

と

め

を

行

う

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

人

類

は

、

数

百

万

年

前

に

類

人

猿

か

ら

系

統

分

岐

、

多

く

の

種

の

人

類

が

生

滅

を

繰

り

返

し

た

が

、

�

万

年

前

頃

、

現

生

人

類

が

出

現

、

地

球

上

の

支

配

的

存

在

と

な

っ

た

。

発

祥

の

地

は

サ

ハ

ラ

以

南

の

ア

フ

リ

カ

と

見

ら

れ

る

。

　

現

存

の

人

類

は

、

我

々

、

現

生

人

類

の

み

で

、

そ

の

他

は

絶

滅

し

て

い

る

。

人

類

の

起

源

研

究

の

最

近

の

成

果

の

ほ

ん

の

あ

ら

ま

し

を

紹

介

す

る

。

　

人

類

の

起

源

と

さ

れ

る

猿

人

（

ア

ウ

ス

ト

ラ

ロ

ピ

テ

ク

ス

な

ど

）

は

今

か

ら

６

～

７

百

万

年

前

に

類

人

猿

か

ら

分

岐

、

ア

フ

リ

カ

に

出

現

し

た

。

脳

容

積

は

類

人

猿

と

同

程

度

で

あ

っ

た

が

、

直

立

２

足

歩

行

、

草

食

。

　

２

０

０

万

年

前

頃

、

ア

フ

リ

カ

で

ホ

モ

属

誕

生

、

肉

食

も

す

る

雑

食

へ

、

出

ア

フ

リ

カ

、

北

京

原

人

、

ジ

ャ

ワ

原

人

、

フ

ロ

レ

ス

原

人

な

ど

出

現

。

火

を

使

っ

た

と

み

ら

れ

て

い

る

。

　

�

～

�

万

年

前

頃

、

系

統

分

岐

、

出

ア

フ

リ

カ

、

�

～

�

万

年

前

頃

、

寒

冷

期

の

欧

州

大

陸

に

ネ

ア

ン

デ

ル

タ

ー

ル

人

、

デ

ニ

ソ

ワ

人

な

ど

出

現

。

体

格

は

が

っ

ち

り

し

、

寒

冷

に

耐

え

、

知

能

も

優

れ

た

も

の

が

あ

っ

た

が

、

長

期

記

憶

力

や

現

生

人

類

の

持

つ

集

団

を

営

む

習

性

を

欠

い

た

と

さ

れ

、

４

万

年

前

頃

に

絶

滅

し

た

と

み

ら

れ

て

い

る

。

　

�

万

年

前

頃

（

�

万

年

前

と

も

さ

れ

る

）

、

現

生

人

類

が

ア

フ

リ

カ

に

出

現

、

６

万

年

前

頃

、

出

ア

フ

リ

カ

、

中

東

経

由

し

て

世

界

各

地

に

拡

散

、

ネ

ア

ン

デ

ル

タ

ー

ル

人

、

デ

ニ

ソ

ワ

人

と

も

交

雑

、

現

代

の

人

類

に

彼

ら

の

Ｄ

Ｎ

Ａ

が

残

さ

れ

て

い

る

。

　

中

東

か

ら

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

へ

、

北

ユ

ー

ラ

シ

ア

に

古

代

北

ユ

ー

ラ

シ

ア

人

集

団

（

西

へ

移

動

し

て

北

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

へ

）

、

イ

ン

ド

に

向

か

っ

た

集

団

は

東

南

ア

ジ

ア

で

分

か

れ

、

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

・

パ

プ

ア

ニ

ュ

ー

ギ

ニ

ア

か

ら

豪

州

へ

、

中

国

か

ら

シ

ベ

リ

ア

へ

（

日

本

に

は

４

万

年

前

頃

）

、

さ

ら

に

、

古

代

北

ユ

ー

ラ

シ

ア

集

団

と

共

に

ベ

ー

リ

ン

グ

海

峡

を

越

え

て

ア

メ

リ

カ

大

陸

（

２

万

年

前

以

降

）

へ

拡

散

し

た

。

　

止

ま

る

こ

と

な

き

現

生

人

類

の

全

世

界

へ

の

拡

散

、

生

命

力

に

は

驚

き

を

覚

え

る

。

彼

ら

の

生

活

は

狩

猟

採

集

、

各

地

に

原

始

文

化

遺

産

を

残

し

て

い

る

。

　

１

・

２

～

１

・

１

万

年

前

、

ト

ル

コ

南

東

部

、

シ

リ

ア

北

部

で

狩

猟

採

集

民

が

農

耕

（

小

麦

、

大

麦

、

ラ

イ

麦

、

エ

ン

ド

ウ

）

、

家

畜

飼

育

（

牛

、

豚

、

羊

）

開

始

。

地

球

が

間

氷

期

で

温

暖

化

し

た

こ

と

も

あ

り

、

９

０

０

０

年

前

以

降

、

西

へ

は

地

中

海

ル

ー

ト

（

ギ

リ

シ

ア

、

ス

ペ

イ

ン

）

、

ド

ナ

ウ

川

ル

ー

ト

で

、

東

へ

は

パ

キ

ス

タ

ン

、

イ

ン

ダ

ス

川

流

域

へ

伝

播

。

　

中

国

で

は

９

０

０

０

年

前

頃

、

揚

子

江

（

米

）

、

黄

河

（

雑

穀

）

流

域

に

農

業

発

祥

、

イ

ン

ド

・

中

央

ア

ジ

ア

で

中

東

発

の

農

業

と

ぶ

つ

か

っ

た

。

　

５

０

０

０

年

前

頃

、

ハ

ン

ガ

リ

ー

か

ら

ア

ル

タ

イ

山

麓

ま

で

の

地

域

（

今

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

地

域

周

辺

）

に

車

輪

と

馬

を

使

う

ヤ

ム

ナ

ヤ

文

化

発

祥

。

馬

車

は

運

輸

革

命

と

な

り

、

世

界

に

拡

散

し

た

。

　

農

耕

牧

畜

の

開

始

に

よ

り

人

類

の

生

活

は

安

定

、

人

口

も

増

加

、

４

大

文

明

が

生

ま

れ

、

人

類

は

大

発

展

の

緒

に

就

い

た

。

　

（

匡

）

３月の税収

（単位：百万円）

税目

３月分

（前年比）

３月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

６００，５７４

（１２１．９％）

１５，４７０，２８２

（９１．８％）

申告分

６８７，２１７

（１１３．３％）

２，０７４，４４０

（１０６．６％）

計

１，２８７，７９１

（１１７．２％）

１７，５４４，７２２

（９３．３％）

法人税

３６８，６７５

（１１１．４％）

９，８７６，０８０

（１２７．４％）

相続税

４７５，１１０

（１１５．０％）

３，０４１，８３９

（９６．５％）

消費税

１，４２７，６３８

（１２２．９％）

１８，１９６，７６０

（１１１．４％）

酒税

７２，９６６

（１０２．３％）

９９７，９４２

（９９．２％）

その他

５７３，７１１

（１０３．０％）

５，７７５，７４４

（１００．７％）

一般会計

分　　計

４，２０５，８９１

（１１５．８％）

５５，４３３，０８７

（１０５．０％）

　

国

会

に

提

出

さ

れ

て

い

る

下

請

代

金

支

払

遅

延

等

防

止

法

（

下

請

法

）

及

び

下

請

中

小

企

業

振

興

法

（

下

請

振

興

法

）

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

の

施

行

日

が

衆

院

で

の

審

議

で

令

和

８

年

１

月

１

日

に

修

正

さ

れ

た

。

　

同

法

案

は

、

発

注

者

・

受

注

者

の

対

等

な

関

係

に

基

づ

き

、

適

切

な

価

格

転

嫁

の

定

着

を

図

っ

て

い

く

こ

と

を

目

的

に

、

協

議

を

適

切

に

行

わ

な

い

代

金

額

の

決

定

の

禁

止

、

手

形

に

よ

る

代

金

の

支

払

等

の

禁

止

、

運

送

委

託

の

対

象

取

引

へ

の

追

加

、

適

用

基

準

と

し

て

新

た

に

従

業

員

数

の

基

準

を

追

加

す

る

こ

と

や

「

下

請

」

の

用

語

変

更

な

ど

が

改

正

の

柱

と

な

っ

て

い

る

（

３

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

　

政

府

提

出

の

当

初

法

案

で

は

、

施

行

日

を

公

布

日

か

ら

起

算

し

て

１

年

を

超

え

な

い

政

令

で

定

め

る

日

と

し

て

い

た

が

、

令

和

８

年

の

春

闘

に

間

に

合

わ

せ

る

と

の

趣

旨

に

基

づ

き

、

８

年

１

月

１

日

と

し

た

。

　

修

正

案

は

４

月

�

日

の

衆

院

経

済

産

業

委

員

会

に

超

党

派

の

議

員

に

よ

っ

て

提

出

さ

れ

、

４

月

�

日

に

衆

院

本

会

議

で

可

決

さ

れ

た

。

現

在

は

参

院

で

審

議

中

だ

が

、

す

で

に

委

員

会

で

は

可

決

さ

れ

て

お

り

、

今

国

会

で

成

立

す

る

こ

と

は

、

ほ

ぼ

確

実

と

な

っ

て

い

る

。

　

地

方

税

共

同

機

構

は

９

日

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

地

方

税

ポ

ー

タ

ル

シ

ス

テ

ム

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

「

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

を

利

用

し

た

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

納

付

手

順

動

画

」

を

公

表

し

た

。

　

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

（

地

方

税

統

一

Ｑ

Ｒ

コ

ー

ド

）

は

、

令

和

５

年

４

月

１

日

か

ら

開

始

さ

れ

、

固

定

資

産

税

自

動

車

税

、

軽

自

動

車

税

な

ど

の

地

方

税

に

つ

い

て

、

地

方

自

治

体

か

ら

送

付

さ

れ

る

納

税

通

知

書

に

印

字

さ

れ

た

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

を

読

み

取

る

こ

と

で

、

同

機

構

が

管

理

・

運

営

す

る

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

内

の

特

設

サ

イ

ト

「

地

方

税

お

支

払

サ

イ

ト

」

や

、

「

ス

マ

ホ

決

済

ア

プ

リ

」

を

通

じ

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

が

で

き

る

と

い

う

も

の

。

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

対

応

金

融

機

関

で

あ

れ

ば

、

全

国

の

金

融

機

関

窓

口

で

地

方

税

の

納

付

が

可

能

だ

。

　

今

回

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

納

付

を

検

討

し

て

い

る

納

税

者

の

不

安

が

軽

減

さ

れ

る

よ

う

、

同

動

画

を

作

成

。

動

画

は

、

「

地

方

税

お

支

払

サ

イ

ト

」

の

実

際

の

画

面

を

利

用

し

て

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

で

地

方

税

を

納

付

す

る

手

順

を

案

内

し

て

い

る

。

　

約

�

分

の

詳

細

版

と

、

約

２

・

５

分

の

概

要

版

の

２

パ

タ

ー

ン

を

掲

載

し

て

い

る

。

　

財

務

省

は

７

日

、

３

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

（

表

参

照

）

。

同

月

分

税

収

は

、

前

年

同

月

比

�

・

８

％

増

の

４

兆

２

０

５

８

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

５

・

０

％

増

の

�

兆

４

３

３

０

億

円

だ

っ

た

。

補

正

後

予

算

額

�

兆

４

３

５

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

�

・

５

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

源

泉

徴

収

分

は

、

２

月

分

支

給

の

給

与

が

中

心

で

、

同

�

・

９

％

増

の

６

０

０

５

億

円

と

大

き

く

増

加

し

た

。

こ

れ

は

、

昨

年

夏

の

政

策

金

利

の

引

上

げ

に

よ

り

普

通

預

金

の

利

子

税

収

が

増

加

し

た

こ

と

が

主

な

要

因

だ

。

　

ま

た

、

申

告

分

も

同

�

・

３

％

増

の

６

８

７

２

億

円

と

増

加

し

、

所

得

税

全

体

は

、

同

�

・

２

％

増

の

１

兆

２

８

７

７

億

円

だ

っ

た

。

申

告

分

は

、

令

和

６

年

分

確

定

申

告

に

基

づ

き

、

税

務

署

窓

口

や

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

な

ど

で

納

付

し

た

分

が

中

心

と

な

っ

て

お

り

、

定

額

減

税

の

影

響

に

つ

い

て

、

同

省

は

「

来

月

分

に

収

納

さ

れ

る

振

替

納

税

分

を

見

て

み

な

い

と

分

か

ら

な

い

」

と

し

て

い

る

。

　

法

人

税

は

、

１

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

７

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

同

�

・

４

％

増

の

３

６

８

６

億

円

と

増

加

し

た

。

　

消

費

税

は

、

国

内

分

と

関

税

分

が

と

も

に

増

加

し

た

こ

と

と

、

還

付

金

が

期

ず

れ

な

ど

の

テ

ク

ニ

カ

ル

な

要

因

に

よ

り

減

少

し

た

た

め

、

同

�

・

９

％

増

の

１

兆

４

２

７

６

億

円

と

大

き

く

増

加

し

た

。

　

６

年

分

の

贈

与

税

の

確

定

申

告

分

が

含

ま

れ

て

い

る

相

続

税

は

、

同

�

・

０

％

増

の

４

７

５

１

億

円

と

増

加

し

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

納

税

者

の

納

税

義

務

の

履

行

は

、

確

定

し

た

税

額

を

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

行

わ

れ

る

。

こ

の

税

額

の

確

定

手

続

は

、

国

税

通

則

法

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

申

告

納

税

方

式

、

賦

課

課

税

方

式

及

び

自

動

確

定

方

式

に

区

分

さ

れ

る

。

申

告

納

税

方

式

は

、

最

も

ポ

ピ

ュ

ラ

ー

な

方

式

で

、

納

税

者

の

申

告

に

よ

り

税

額

を

確

定

す

る

こ

と

を

原

則

と

し

、

か

つ

、

税

務

署

長

の

調

査

・

処

分

に

よ

っ

て

税

額

を

確

定

す

る

方

式

で

あ

る

。

賦

課

課

税

方

式

は

、

専

ら

税

務

署

長

の

処

分

に

よ

っ

て

税

額

を

確

定

す

る

方

式

で

、

加

算

税

の

賦

課

決

定

等

に

お

い

て

用

い

ら

れ

る

。

　

次

に

、

自

動

確

定

方

式

は

、

納

税

義

務

の

成

立

と

同

時

に

特

別

の

手

続

を

要

し

な

い

で

課

税

が

確

定

す

る

方

式

で

、

予

定

納

税

に

係

る

所

得

税

、

源

泉

徴

収

等

に

よ

る

国

税

、

延

滞

税

等

が

そ

の

対

象

に

な

っ

て

い

る

。

例

え

ば

、

源

泉

徴

収

に

よ

る

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

利

子

、

配

当

、

給

与

、

報

酬

、

料

金

そ

の

他

の

源

泉

徴

収

を

す

べ

き

も

の

と

さ

れ

て

い

る

所

得

の

支

払

の

と

き

に

納

税

義

務

が

成

立

し

、

同

時

に

、

税

額

が

確

定

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

そ

の

確

定

し

た

税

額

に

つ

い

て

は

、

給

与

等

を

支

払

う

者

に

源

泉

徴

収

義

務

が

課

せ

ら

れ

、

そ

の

源

泉

徴

収

義

務

者

が

、

そ

の

確

定

し

た

税

額

を

所

定

の

期

間

（

給

与

で

あ

れ

ば

、

支

払

っ

た

月

の

翌

月

�

日

）

ま

で

に

国

に

納

付

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

よ

う

な

自

動

確

定

方

式

と

源

泉

徴

収

義

務

に

つ

い

て

は

、

給

与

等

の

支

払

い

に

係

る

税

額

確

定

で

単

純

に

明

確

で

あ

る

か

ら

支

持

さ

れ

る

旨

の

見

解

も

あ

る

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

表

向

き

の

話

で

あ

っ

て

、

内

実

は

、

国

の

極

め

て

巧

妙

な

徴

税

政

策

で

あ

り

、

そ

の

施

行

に

お

い

て

は

む

し

ろ

複

雑

な

法

律

問

題

を

惹

起

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

例

え

ば

、

「

給

与

の

支

払

い

」

に

つ

い

て

は

、

従

業

員

に

対

す

る

定

期

的

な

給

与

の

支

払

い

で

あ

れ

ば

全

然

問

題

は

な

い

で

あ

ろ

う

が

、

源

泉

徴

収

義

務

者

等

の

当

事

者

が

「

給

与

の

支

払

い

」

と

認

識

し

て

い

な

く

て

も

（

認

識

で

き

な

く

て

も

）

、

税

務

署

長

か

ら

、

一

方

的

に

「

給

与

の

支

払

い

」

が

あ

っ

た

と

認

定

さ

れ

、

「

納

税

の

告

知

」

を

受

け

、

強

制

的

な

取

り

立

て

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

も

、

そ

れ

が

不

納

付

加

算

税

と

い

う

罰

則

付

き

で

あ

る

。

　

こ

れ

は

、

実

務

上

、

よ

く

あ

る

こ

と

で

あ

る

が

、

法

人

税

の

調

査

に

お

い

て

、

売

上

の

除

外

が

発

覚

し

、

そ

の

除

外

金

の

使

途

が

不

明

な

と

き

に

役

員

給

与

の

支

払

い

が

あ

っ

た

と

認

定

し

、

そ

の

役

員

給

与

が

損

金

の

額

に

算

入

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

法

人

税

の

更

正

と

源

泉

所

得

税

の

納

税

の

告

知

が

同

時

に

行

わ

れ

る

こ

と

が

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

、

売

上

の

除

外

そ

れ

自

体

が

当

事

者

間

に

争

い

が

あ

る

こ

と

で

あ

り

、

ま

し

て

や

、

当

該

売

上

除

外

金

が

経

営

者

に

帰

属

し

て

い

る

か

否

か

に

つ

い

て

は

、

そ

の

事

実

を

最

も

よ

く

知

っ

て

い

る

は

ず

の

経

営

者

が

否

定

し

た

と

き

に

、

何

を

も

っ

て

経

営

者

に

帰

属

し

て

い

る

こ

と

を

認

定

し

得

る

か

は

至

難

な

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

例

か

ら

み

て

も

、

「

給

与

等

の

支

払

が

簡

便

で

明

確

で

あ

る

か

ら

自

動

確

定

方

式

で

よ

い

」

と

す

る

論

理

は

成

り

立

た

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

さ

ら

に

、

厄

介

な

こ

と

は

、

源

泉

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

前

述

の

よ

う

に

、

給

与

等

の

支

払

と

同

時

に

税

額

が

確

定

し

て

い

る

か

ら

、

源

泉

徴

収

義

務

者

が

、

そ

の

確

定

税

額

を

少

な

く

納

め

た

り

、

納

め

な

か

っ

た

り

し

て

も

、

税

務

署

長

が

、

更

正

・

決

定

等

を

し

て

税

額

を

確

定

し

、

滞

納

処

分

を

実

施

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

こ

で

、

国

税

通

則

法

は

、

「

第

３

章

　

国

税

の

納

付

及

び

徴

収

」

の

と

こ

ろ

で

、

源

泉

所

得

税

等

が

法

定

納

期

限

ま

で

に

納

付

さ

れ

な

い

と

き

は

、

税

務

署

長

が

「

納

税

の

告

知

」

を

し

て

当

該

税

額

を

取

り

立

て

る

こ

と

に

し

て

い

る

。

　

こ

の

場

合

、

前

述

の

売

上

除

外

の

場

合

に

は

、

税

務

署

の

法

人

税

部

門

で

、

法

人

税

の

更

正

と

納

税

の

告

知

を

同

時

に

行

う

の

で

、

納

税

の

告

知

も

課

税

処

分

と

考

え

が

ち

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

課

税

処

分

で

あ

る

と

処

分

後

３

か

月

を

経

る

と

不

可

争

に

な

る

の

に

対

し

、

徴

収

処

分

が

あ

る

と

５

年

間

争

う

こ

と

が

可

能

に

な

る

の

で

、

税

務

署

と

し

て

は

、

課

税

処

分

の

方

が

都

合

が

よ

い

は

ず

で

あ

る

。

し

か

し

、

最

高

裁

昭

和

�

年

�

月

�

日

判

決

で

は

、

徴

収

処

分

で

あ

る

こ

と

を

明

確

に

し

て

決

着

が

つ

い

て

い

る

。

　

い

ず

れ

に

し

て

も

、

給

与

等

に

係

る

自

動

確

定

方

式

と

源

泉

徴

収

制

度

は

、

給

与

等

の

支

払

い

に

係

る

税

負

担

が

簡

便

で

明

確

で

あ

る

か

ら

設

け

ら

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

国

税

の

徴

収

を

確

実

に

す

る

必

要

性

か

ら

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

と

そ

こ

に

複

雑

な

法

律

問

題

が

あ

る

こ

と

を

認

識

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

。

　平成
�年４月に施行された「資金決済

に関する法律（資金決済法）」の改正に

より、仮想通貨の法的な定義が明確化さ

れました。平成�年には企業会計におい

て時価法が導入されたことを踏まえ、平

成�年度税制改正により、法人税法にお

いても活発な市場が存在する仮想通貨に

ついて時価法を適用することとされまし

た。その後、資金決済法の改正（令和２

年５月施行）により、法令上、「仮想通貨」

は「暗号資産」へと呼称変更されました。

　今回は、この暗号資産の取扱いについ

て解説していきます。

１　暗号資産を譲渡した場合

　法人が保有する暗号資産を譲渡した場

合の利益は、その暗号資産の譲渡価額と

その暗号資産の譲渡原価等との差額とな

ります。

　例えば、２，０００万円で２ＢＴＣを購入し、

その後、０．２ＢＴＣを２５０万円で売却した場

合、利益は次の計算式のとおりです。

　２５０万円－（２，０００万円÷２ＢＴＣ×０．２ＢＴＣ）

＝�万円

　なお、国内の暗号資産交換業者を通じ

た暗号資産の譲渡には消費税は課されま

せん。法定通貨等の支払手段と同じ分類

とされ、非課税となりますが、課税売上

割合の算出に当たって、非課税売上高に

含めて計算する必要はありません。

２　暗号資産を期末に保有している場合

　法人が期末に有する市場暗号資産（活

発な市場が存在する暗号資産）について

は、一部を除き、原則として時価により

評価することとされています。この理由

として、「活発な市場が存在する暗号資

産は、主に時価の変動により売却利益を

得ることや決済手段として利用するこ

と」といった点が挙げられます。

　なお、時価と帳簿価額との差額は評価

益（含み益）又は評価損（含み損）とし

て計上し、翌事業年度で洗替処理をする

ことになります。

３　令和６年度税制改正の影響

　暗号資産の普及とともに、その保有期

間が長期間となる場合も生じてきてお

り、譲渡についての制限その他の条件が

付されていることについて公表のための

手続きがとられている暗号資産（特定譲

渡制限付暗号資産）は、その保有目的が

必ずしも「時価の変動により売却利益を

得ることや決済手段として利用するこ

と」には該当しないと考えられることか

ら、期末に原価法により評価することが

できることとされ、期末時価評価の対象

外とされました。

　この改正は、令和６年４月１日以後に

終了する事業年度について適用されてい

ます。

　なお、期末時価評価を避けるため、期

中に譲渡制限を付して、原価法を選定で

きる特定譲渡制限付暗号資産に該当する

こととなったとしても、その特定譲渡制

限付暗号資産に該当することとなった事

実の発生時点でその暗号資産を譲渡し、

かつ、その暗号資産を取得したものとみ

なして、譲渡損益を計算（みなし譲渡）

することとなるため、留意が必要です。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

近

年

、

税

理

士

試

験

に

合

格

し

て

も

な

か

な

か

独

立

に

踏

み

切

る

こ

と

が

で

き

な

い

人

や

、

独

立

し

た

け

れ

ど

も

、

ど

う

や

っ

て

こ

の

先

を

進

め

て

い

け

ば

い

い

の

か

分

か

ら

な

い

、

あ

る

い

は

、

目

指

す

べ

き

道

が

分

か

ら

な

い

と

い

う

人

の

話

を

聞

く

機

会

が

あ

る

。

　

こ

の

本

で

は

、

多

く

の

駆

け

出

し

税

理

士

の

先

生

や

、

将

来

税

理

士

事

務

所

開

業

を

目

指

す

人

の

、

お

客

様

に

感

謝

さ

れ

る

事

務

所

づ

く

り

の

た

め

に

９

つ

の

視

点

を

用

意

。

　

具

体

的

に

は

、

会

計

事

務

所

の

仕

事

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

な

ど

を

説

明

し

た

「

会

計

事

務

所

の

仕

事

を

知

る

」

、

社

長

と

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

は

ど

の

よ

う

に

す

れ

ば

い

い

の

か

な

ど

を

説

明

し

た

「

お

客

様

と

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

」

、

税

法

を

読

む

際

の

基

礎

知

識

な

ど

を

解

説

し

た

「

税

法

を

知

る

」

「

税

法

を

読

む

」

、

所

得

税

・

法

人

税

以

外

の

税

目

と

の

か

ら

み

は

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

な

ど

を

説

明

し

た

「

税

務

調

査

を

知

る

」

、

同

じ

時

間

で

多

く

の

仕

事

を

片

付

け

る

た

め

の

５

原

則

な

ど

を

説

明

し

た

「

仕

事

を

効

率

的

に

こ

な

す

」

な

ど

全

９

章

で

構

成

。

　

各

章

に

は

コ

ラ

ム

欄

も

設

け

て

、

読

み

や

す

い

体

裁

と

し

て

い

る

。

　

Ａ

５

判

、

２

６

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

４

２

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

は

差

押

通

知

を

受

け

る

べ

き

者

に

当

た

ら

ず

、

ま

た

、

借

地

権

に

関

す

る

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

公

売

公

告

処

分

は

違

法

又

は

不

当

で

は

な

い

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

納

税

者

Ｇ

社

所

有

の

土

地

を

公

売

に

付

す

る

た

め

、

公

売

公

告

処

分

を

し

た

と

こ

ろ

、

土

地

に

借

地

権

を

有

す

る

と

主

張

す

る

審

査

請

求

人

が

、

公

売

公

告

処

分

は

違

法

又

は

不

当

で

あ

る

と

し

て

、

そ

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

は

借

地

権

者

で

は

あ

る

が

、

借

地

上

の

建

物

に

所

有

権

の

登

記

を

し

て

い

な

い

こ

と

か

ら

、

差

押

通

知

を

受

け

る

べ

き

者

に

当

た

ら

ず

、

ま

た

、

借

地

権

に

関

す

る

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

公

売

公

告

処

分

は

違

法

又

は

不

当

で

は

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

６

年

９

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

関

係

法

令

等

　

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

質

権

者

等

に

対

す

る

差

押

え

の

通

知

》

柱

書

及

び

第

１

号

は

、

賃

借

権

そ

の

他

の

第

三

者

の

権

利

の

目

的

と

な

っ

て

い

る

財

産

を

差

し

押

さ

え

た

と

き

は

、

国

税

局

長

は

、

こ

れ

ら

の

権

利

を

有

す

る

者

の

う

ち

知

れ

て

い

る

者

に

対

し

、

そ

の

旨

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

旨

規

定

し

て

い

る

。

事

案

の

概

要

　

納

税

者

Ｇ

社

（

滞

納

会

社

）

と

Ｈ

は

、

ｄ

市

ｅ

町

○

―

○

の

土

地

の

一

部

に

つ

い

て

、

賃

貸

人

を

滞

納

会

社

、

賃

借

人

を

Ｈ

と

し

、

建

物

所

有

を

目

的

と

す

る

賃

貸

借

契

約

（

本

件

借

地

権

）

を

交

わ

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

平

成

○

年

○

月

○

日

付

で

、

新

た

な

賃

貸

借

期

間

に

つ

い

て

契

約

を

更

新

し

た

。

　

Ｈ

は

、

本

件

借

地

権

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

土

地

に

各

建

物

を

所

有

し

、

各

建

物

は

、

い

ず

れ

も

昭

和

�

年

ま

で

に

所

有

権

保

存

の

登

記

が

経

由

さ

れ

た

。

　

Ｈ

は

、

平

成

�

年

�

月

○

日

に

死

亡

し

た

（

当

該

死

亡

に

係

る

相

続

を

「

本

件

相

続

」

と

い

う

）

。

本

件

相

続

に

係

る

相

続

人

は

、

Ｈ

の

子

ら

で

あ

る

請

求

人

及

び

Ｊ

の

二

人

で

あ

っ

た

。

Ｊ

は

、

�

年

５

月

�

日

、

各

建

物

に

つ

い

て

本

件

相

続

を

原

因

と

し

て

、

Ｊ

を

単

独

所

有

者

と

す

る

所

有

権

移

転

登

記

を

経

由

し

た

（

請

求

人

は

、

各

建

物

に

つ

い

て

、

本

件

相

続

を

原

因

と

す

る

所

有

権

移

転

登

記

を

経

由

し

て

い

な

い

）

。

　

原

処

分

庁

は

、

�

年

５

月

２

日

付

で

、

滞

納

会

社

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

ｄ

市

ｅ

町

○

―

○

の

土

地

（

本

件

土

地

）

を

差

し

押

さ

え

た

（

以

下

、

「

本

件

差

押

処

分

」

と

い

う

）

。

　

請

求

人

及

び

Ｊ

と

滞

納

会

社

は

、

�

年

�

月

４

日

、

請

求

人

及

び

Ｊ

が

各

建

物

を

本

件

借

地

権

と

と

も

に

滞

納

会

社

に

売

却

す

る

旨

の

借

地

権

付

建

物

売

買

契

約

（

本

件

売

買

契

約

）

を

締

結

し

た

。

　

本

件

売

買

契

約

に

係

る

契

約

書

の

第

５

条

《

引

渡

し

、

登

記

及

び

代

金

支

払

》

は

、

売

主

は

、

各

建

物

及

び

そ

の

敷

地

の

引

渡

し

並

び

に

各

建

物

に

係

る

所

有

権

移

転

登

記

の

申

請

手

続

を

�

年

�

月

�

日

ま

で

に

行

い

、

買

主

は

、

登

記

申

請

完

了

と

同

時

に

売

買

代

金

を

支

払

う

旨

、

第

�

条

《

特

約

事

項

》

は

、

各

建

物

の

解

体

完

了

後

の

取

引

と

す

る

旨

を

、

そ

れ

ぞ

れ

定

め

て

い

る

。

　

各

建

物

は

、

�

年

�

月

�

日

付

で

、

原

因

を

「

�

年

�

月

�

日

取

壊

し

」

と

す

る

閉

鎖

登

記

が

な

さ

れ

た

。

　

請

求

人

及

び

Ｊ

は

、

本

件

売

買

契

約

の

約

定

に

従

い

、

�

年

�

月

�

日

ま

で

に

各

建

物

を

解

体

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

滞

納

会

社

が

売

買

代

金

を

弁

済

し

な

い

と

し

て

、

令

和

２

年

１

月

�

日

付

で

、

滞

納

会

社

に

対

し

、

本

件

売

買

契

約

の

取

消

し

又

は

解

除

を

す

る

旨

の

通

知

書

面

を

送

付

し

、

同

月

�

日

に

滞

納

会

社

に

到

達

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

令

和

○

年

○

月

○

日

付

で

、

滞

納

会

社

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

本

件

土

地

に

つ

い

て

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

公

売

公

告

兼

見

積

価

額

公

告

（

本

件

公

売

公

告

処

分

）

を

行

っ

た

。

　

公

売

公

告

兼

見

積

価

額

公

告

に

記

載

さ

れ

た

要

旨

は

、

以

下

の

と

お

り

。

な

お

、

別

紙

と

し

て

本

件

借

地

権

に

係

る

賃

貸

借

契

約

書

の

写

し

を

添

付

し

て

い

る

。

（

イ

）

見

積

価

額

○

○

○

○

円

（

ロ

）

財

産

の

表

示

　

Ａ

所

在

ｄ

市

ｅ

町

○

丁

目

　

Ｂ

地

番

○

○

○

○

　

Ｃ

地

目

○

○

　

Ｄ

地

積

○

○

○

㎡

（

ハ

）

特

記

事

項

　

Ａ

動

産

あ

り

。

　

Ｂ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

。

賃

貸

借

契

約

の

内

容

は

公

売

公

告

の

別

紙

の

と

お

り

。

　

請

求

人

は

５

年

�

月

�

日

、

本

件

公

売

公

告

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

公

売

公

告

処

分

は

、

違

法

又

は

不

当

で

あ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

請

求

人

が

本

件

借

地

権

を

有

す

る

本

件

土

地

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

差

押

処

分

を

し

た

際

に

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

質

権

者

等

に

対

す

る

差

押

え

の

通

知

》

の

規

定

に

よ

る

通

知

を

受

け

て

お

ら

ず

、

ま

た

、

本

件

土

地

の

公

売

公

告

に

お

い

て

、

本

件

借

地

権

の

目

的

と

な

っ

て

い

る

こ

と

が

明

確

に

記

載

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

、

請

求

人

に

不

利

な

内

容

と

な

っ

て

お

り

、

本

件

公

売

公

告

処

分

は

違

法

又

は

不

当

で

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

借

地

権

者

で

は

あ

る

が

本

件

借

地

権

の

登

記

を

し

て

お

ら

ず

、

ま

た

、

本

件

土

地

上

に

請

求

人

名

義

で

登

記

さ

れ

て

い

る

不

動

産

を

所

有

し

た

こ

と

も

な

く

、

対

抗

要

件

を

具

備

し

て

い

な

い

こ

と

か

ら

す

る

と

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

の

規

定

に

よ

る

通

知

を

受

け

る

べ

き

者

に

は

当

た

な

い

。

ま

た

、

本

件

公

売

公

告

に

お

い

て

、

土

地

上

に

借

地

権

を

主

張

す

る

者

が

い

る

こ

と

等

の

記

載

を

も

っ

て

、

買

受

人

が

そ

の

現

況

を

把

握

で

き

る

程

度

に

記

載

さ

れ

た

も

の

と

い

う

こ

と

が

で

き

、

本

件

借

地

権

に

関

す

る

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

本

件

公

売

公

告

処

分

は

違

法

又

は

不

当

で

は

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



【

規

定

の

概

要

】

　

　

日

本

の

所

得

税

法

は

納

税

者

を

３

態

様

に

分

け

て

、

そ

れ

ぞ

れ

課

税

所

得

の

範

囲

を

定

め

て

い

る

こ

と

は

、

ご

存

知

の

と

お

り

で

す

。

　

　

と

り

わ

け

、

非

永

住

者

（

居

住

者

の

う

ち

、

日

本

の

国

籍

を

有

し

て

お

ら

ず

、

か

つ

、

過

去

�

年

以

内

に

お

い

て

国

内

に

住

所

ま

た

は

居

所

を

有

し

て

い

た

期

間

の

合

計

が

５

年

以

下

で

あ

る

個

人

）

の

課

税

所

得

の

範

囲

は

、

①

国

外

源

泉

所

得

以

外

の

所

得

及

び

②

国

外

源

泉

所

得

（

国

外

に

あ

る

有

価

証

券

の

譲

渡

に

よ

り

生

ず

る

所

得

と

し

て

政

令

で

定

め

る

も

の

を

含

む

）

で

国

内

に

お

い

て

支

払

わ

れ

、

又

は

国

外

か

ら

送

金

さ

れ

た

も

の

と

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

　

　

そ

し

て

、

送

金

さ

れ

た

も

の

と

は

、

「

非

永

住

者

が

各

年

に

・

・

・

お

い

て

国

外

か

ら

送

金

を

受

給

・

・

・

し

た

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

金

額

の

範

囲

内

で

そ

の

非

永

住

者

の

そ

の

年

に

お

け

る

国

外

源

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

泉

所

得

に

係

る

所

得

で

国

外

の

・

・

・

支

払

に

係

る

も

の

に

つ

い

て

、

送

金

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

（

所

法

７

②

、

所

令

�

④

一

）

と

定

め

て

い

ま

す

。

　

　

つ

ま

り

、

国

外

源

泉

所

得

が

あ

っ

た

金

額

を

限

度

と

し

て

送

金

額

を

国

外

源

泉

所

得

と

み

な

し

、

国

外

源

泉

所

得

が

な

け

れ

ば

送

金

が

あ

っ

て

も

国

外

源

泉

所

得

は

な

い

も

の

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

　

【

対

処

に

悩

ん

だ

事

例

】

　

　

非

永

住

者

に

係

る

送

金

課

税

で

悩

ん

だ

点

が

２

つ

あ

り

ま

す

。

（

ケ

ー

ス

１

）

国

外

源

泉

所

得

（

収

益

）

の

発

生

時

期

の

と

ら

え

方

で

す

。

国

外

源

泉

所

得

で

す

の

で

、

収

益

の

発

生

時

期

の

判

断

に

日

本

所

得

税

法

と

源

泉

地

国

所

得

税

法

の

適

用

が

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

、

不

動

産

の

譲

渡

に

つ

い

て

の

日

本

所

得

税

法

は

原

則

、

引

渡

し

基

準

で

す

。

韓

国

所

得

税

法

は

原

則

、

譲

渡

代

金

全

額

精

算

時

で

す

。

も

し

、

２

０

２

４

年

に

代

金

の

大

部

分

を

受

領

し

日

本

で

資

金

需

要

が

あ

っ

て

、

そ

の

年

に

日

本

に

送

金

し

た

が

、

韓

国

で

は

全

額

代

金

精

算

が

済

ん

だ

２

０

２

５

年

に

不

動

産

譲

渡

の

申

告

を

し

ま

す

。

こ

の

場

合

、

２

０

２

４

年

で

の

送

金

課

税

は

さ

れ

な

い

と

考

え

る

も

の

の

、

引

渡

し

基

準

（

例

え

ば

、

物

件

が

マ

ン

シ

ョ

ン

で

２

０

２

４

年

中

に

引

渡

し

済

）

で

の

収

益

計

上

と

な

る

と

、

日

本

で

の

国

外

源

泉

所

得

が

発

生

し

ま

す

。

収

益

計

上

時

期

の

判

断

は

、

日

本

税

法

な

の

か

と

い

う

こ

と

で

す

。

（

ケ

ー

ス

２

）

「

各

年

に

お

い

て

」

及

び

「

そ

の

年

に

お

け

る

」

の

解

釈

で

す

。

１

年

単

位

で

所

得

発

生

時

期

と

送

金

時

期

を

み

る

と

の

規

定

か

と

考

え

ま

す

が

、

例

え

ば

、

２

０

２

５

年

１

月

に

日

本

に

送

金

し

た

が

、

２

０

２

５

年

�

月

に

マ

ン

シ

ョ

ン

売

却

の

譲

渡

所

得

が

発

生

し

た

。

こ

の

場

合

で

も

、

年

単

位

で

の

判

断

で

あ

る

な

ら

ば

、

２

０

２

５

年

国

外

源

泉

所

得

が

発

生

し

、

か

つ

、

日

本

に

送

金

が

あ

っ

た

と

み

る

。

年

の

途

中

で

永

住

者

に

な

る

と

、

そ

の

時

点

区

分

さ

れ

、

年

単

位

で

は

、

な

か

な

か

納

税

者

の

理

解

が

…

。

【

あ

っ

た

ら

い

い

な

、

こ

ん

な

規

定

】

　

（

ケ

ー

ス

１

）

日

本

所

得

税

法

を

適

用

し

て

、

収

益

計

上

時

期

の

判

断

す

る

も

の

と

理

解

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

源

泉

発

生

地

国

の

税

法

に

基

づ

い

て

適

正

な

申

告

と

判

断

さ

れ

て

い

れ

ば

、

そ

の

国

の

所

得

発

生

基

準

を

適

用

し

て

も

良

い

と

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

が

あ

れ

ば

、

実

務

に

大

変

助

か

る

の

で

す

が

…

。

（

ケ

ー

ス

２

）

そ

の

年

の

課

税

を

免

れ

る

た

め

に

意

識

的

に

送

金

時

期

と

所

得

発

生

時

期

を

ず

ら

す

こ

と

も

可

能

で

、

こ

れ

も

１

つ

の

割

り

切

り

と

考

え

る

と

。

そ

の

年

で

送

金

が

所

得

発

生

時

よ

り

早

い

場

合

に

も

、

送

金

課

税

対

象

と

な

る

、

な

ら

な

と

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

が

あ

れ

ば

良

い

の

で

す

が

…

。

　

　日本酒造りには、「コシヒカリ」などの食用米も使わ

さかまい

れますが、酒造りに特化した酒造好適米（通称、酒米）

と呼ばれる品種があります。作付面積一位の「山田錦」

を筆頭に、登録される酒米は１００種類以上�各地で気候

風土に合わせた品種改良が進み、年々数が増えています。

　葡萄果汁を発酵させて造るワインは、原料の葡萄の差

がそのままワインの差になると言われますが、複雑な発

酵方式で造られる日本酒は、原料の米より、造り手の考

え方や流儀の違いのほうが、酒になったときに大きな差

になると考える人もいます。ただ、同じ造り手で比べる

と米の品種による違いは明らか。米の知識は、好みのお

酒を選ぶときに役立つはずです。そこで、代表的な酒米

品種と、お酒の味や印象を２回に渡って紹介します。

「山田錦」 酒米の“王様”、“優等生”と称される品

種。コクと複雑味があり、バランスのとれた気品のある

お酒になると言われます。「特別なことをしなくても上質

な酒になり、多少の失敗をしてもカバーしてくれる。造

りやすく優れた酒米」と造り手は賞賛しています。飲んだ

後の余韻が長く続き、熟成にも向くため、純米大吟醸酒

や純米吟醸など高級酒に使われることが多い品種です。

　１９３６年に兵庫県で育成され、主産地は兵庫県を中心と

した西日本ですが、北海道から九州まで広く栽培されて

います。地域による品質、価格差は大きく、最高峰とさ

よ か わ

れるのが兵庫県の三木市吉川、加東市東条地区、加東市

やしろ

社地区。福岡県糸島市、徳島県も高評価です。収穫は晩

お く て

秋の晩生品種です。

お ま ち

「雄町」 山田錦と並び称される品種。米が持つポテン

シャルが高く、濃厚で、まるみがあり、おおらかな味わい

のお酒になると言われます。その味わいを愛好する“オ

マチスト”と呼ばれる熱狂的なファンも存在します。西

日本の造り手は、旨味と酸味をしっかりと出して、野性味

を感じさせるお酒にする傾向。一方、東北の造り手は、

第一印象はすっきりとシャープで、飲み進めるとふっく

らとした色気を感じさせるタイプに仕上げることが多い

ようです。米の価格は高く、主に高級酒に使われます。

　１８６６年に岡山県で選抜改良され、百年以上途絶えずに

栽培されている唯一の品種です。山田錦よりさらに収穫

たんかん

期の遅い晩生。ちなみに「山田錦」は「雄町」と「単稈

わたりぶね

渡船」の掛け合わせで誕生。酒米のツートップ「雄町」

と「山田錦」は、親子なのです。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

商

工

組

合

中

央

金

庫

（

商

工

中

金

）

は

４

月

�

日

、

今

年

１

月

に

実

施

し

た

「

中

小

企

業

の

海

外

進

出

・

輸

出

に

関

す

る

調

査

」

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

海

外

進

出

・

海

外

事

業

を

行

っ

て

い

る

企

業

の

比

率

は

平

成

�

年

の

前

回

調

査

の

�

・

３

％

か

ら

８

・

９

％

に

低

下

し

、

今

後

進

出

の

予

定

な

し

と

す

る

企

業

は

�

・

９

％

か

ら

�

・

２

％

に

増

加

し

た

と

し

て

い

る

。

　

大

阪

・

南

税

務

署

（

土

田

真

弘

署

長

）

と

南

小

売

酒

販

組

合

（

浅

井

徹

郎

理

事

長

）

は

４

月

�

日

、

高

津

理

容

美

容

専

門

学

校

で

、

多

く

が

高

校

卒

業

間

も

な

い

新

入

生

を

対

象

と

し

た

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

」

啓

発

講

演

を

実

施

し

た

。

　

税

務

署

と

酒

販

組

合

が

タ

ッ

グ

を

組

ん

で

飲

酒

防

止

に

特

化

し

た

講

演

は

、

大

阪

局

管

内

に

お

い

て

初

の

取

組

で

あ

り

、

浅

井

理

事

長

お

よ

び

土

田

署

長

が

講

師

と

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

酒

販

店

に

よ

る

年

齢

確

認

の

取

組

・

�

歳

未

満

の

者

が

お

酒

を

飲

ん

で

は

い

け

な

い

５

つ

の

理

由

、

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

遵

守

の

重

要

性

等

に

つ

い

て

熱

心

に

語

り

、

新

入

生

に

と

っ

て

は

タ

イ

ム

リ

ー

で

大

変

有

意

義

な

啓

発

と

な

っ

た

。

　

ま

た

、

新

入

生

た

ち

の

将

来

の

確

定

申

告

に

向

け

、

土

田

署

長

特

製

ネ

ク

タ

イ

を

披

露

し

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

お

よ

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

も

Ｐ

Ｒ

し

た

＝

写

真

。

　

広

島

・

呉

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

武

安

紘

二

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

呉

税

務

署

（

山

手

健

次

署

長

）

や

呉

市

内

の

金

融

機

関

３

行

と

と

も

に

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

イ

ベ

ン

ト

」

を

開

催

し

た

。

　

４

月

�

日

の

「

納

貯

の

日

」

に

あ

わ

せ

て

各

金

融

機

関

の

店

舗

で

実

施

し

た

も

の

。

　

こ

の

う

ち

、

呉

信

用

金

庫

本

店

で

行

わ

れ

た

イ

ベ

ン

ト

で

は

、

同

納

貯

連

役

員

と

同

署

職

員

が

、

納

税

に

訪

れ

た

窓

口

利

用

者

に

パ

ソ

コ

ン

や

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

を

使

っ

た

納

付

の

概

要

を

説

明

し

た

ほ

か

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

手

続

き

を

体

験

し

て

も

ら

う

な

ど

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

ア

ピ

ー

ル

し

た

＝

写

真

。

　

イ

ベ

ン

ト

を

終

え

て

武

安

会

長

は

「

今

後

、

地

方

公

共

団

体

や

他

の

金

融

機

関

と

も

連

携

し

、

地

域

全

体

で

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

へ

の

機

運

を

高

め

て

い

き

た

い

」

と

意

気

込

み

を

語

っ

た

。

　

　

広

島

国

税

局

は

３

日

、

広

島

市

中

区

の

平

和

記

念

公

園

や

平

和

大

通

り

一

帯

で

開

催

さ

れ

た

「

２

０

２

５

ひ

ろ

し

ま

フ

ラ

ワ

ー

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

」

の

会

場

で

、

「

伝

統

的

酒

造

り

Ｐ

Ｒ

イ

ベ

ン

ト

」

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

た

「

伝

統

的

酒

造

り

」

や

日

本

産

酒

類

の

魅

力

を

広

く

国

内

外

に

発

信

し

よ

う

と

企

画

し

た

も

の

。

　

当

日

は

、

３

人

の

酒

造

り

の

専

門

家

を

招

い

て

ト

ー

ク

イ

ベ

ン

ト

を

実

施

し

、

「

伝

統

的

酒

造

り

」

の

歴

史

や

技

術

を

は

じ

め

、

酒

処

と

し

て

有

名

な

広

島

の

酒

の

魅

力

を

語

っ

た

。

　

ま

た

、

外

国

人

の

来

場

者

ら

に

よ

る

鏡

開

き

も

披

露

さ

れ

、

会

場

は

多

く

の

人

で

賑

わ

っ

て

い

た

。

　

同

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

は

毎

年

ゴ

ー

ル

デ

ン

ウ

ィ

ー

ク

に

開

催

さ

れ

る

広

島

県

内

最

大

級

の

イ

ベ

ン

ト

で

、

今

年

は

期

間

中

に

１

７

０

万

人

が

訪

れ

た

。

　

茨

城

・

太

田

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

白

土

隆

彦

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

道

の

駅

　

ひ

た

ち

お

お

た

」

で

、

太

田

税

務

署

（

小

暮

政

雄

署

長

）

、

茨

城

県

常

陸

太

田

県

税

事

務

所

（

後

藤

直

子

所

長

）

、

常

陸

太

田

市

（

宮

田

達

夫

市

長

）

の

三

税

と

と

も

に

、

国

・

県

・

市

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

・

拡

大

と

期

限

内

納

付

を

Ｐ

Ｒ

す

る

街

頭

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

昨

年

�

月

の

「

税

務

手

続

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

宣

言

」

を

受

け

て

企

画

し

た

イ

ベ

ン

ト

。

　

あ

い

に

く

の

空

模

様

だ

っ

た

も

の

の

、

多

く

の

来

場

者

に

ノ

ベ

ル

テ

ィ

を

手

渡

し

な

が

ら

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

と

期

限

内

納

付

を

呼

び

掛

け

た

。

　

一

般

社

団

法

人

青

色

�

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

研

究

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

６

月

２

日

と

３

日

、

大

阪

市

内

の

Ｋ

Ｋ

Ｒ

ホ

テ

ル

大

阪

で

第

�

回

研

究

集

会

を

開

催

す

る

。

　

２

日

は

、

財

務

省

主

税

局

税

制

第

一

課

の

藤

山

智

博

課

長

が

「

税

制

の

現

状

と

課

題

」

（

仮

）

を

テ

ー

マ

に

、

公

益

財

団

法

人

東

京

財

団

政

策

研

究

所

の

森

信

茂

樹

研

究

主

幹

が

「

税

制

・

財

政

の

課

題

と

財

務

省

都

市

伝

説

」

と

題

し

て

そ

れ

ぞ

れ

特

別

講

演

を

す

る

ほ

か

、

研

修

を

次

の

内

容

で

行

う

こ

と

と

し

て

い

る

。

【

研

修

Ⅰ

】

「

こ

れ

か

ら

の

消

費

税

指

導

（

イ

ン

ボ

イ

ス

）

の

課

題

に

つ

い

て

」

（

公

益

社

団

法

人

浜

松

西

青

色

申

告

会

・

鈴

木

孝

明

専

務

理

事

）

【

研

修

Ⅱ

】

「

事

例

研

究

　

生

成

Ａ

Ｉ

の

活

用

に

つ

い

て

～

ロ

ー

ル

プ

レ

イ

ン

グ

～

」

（

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

・

井

関

明

則

事

務

局

長

、

一

般

社

団

法

人

え

ど

が

わ

青

色

申

告

会

・

益

子

縁

事

務

局

長

、

一

般

社

団

法

人

葛

飾

青

色

申

告

会

・

伊

藤

崇

事

務

局

長

）

　

海

外

進

出

・

海

外

事

業

の

現

状

に

つ

い

て

は

、

「

順

調

」

及

び

「

順

調

と

は

い

え

な

い

」

が

前

回

調

査

か

ら

拡

大

し

た

一

方

で

、

中

間

で

あ

る

「

問

題

は

あ

る

も

の

の

概

ね

順

調

」

と

す

る

比

率

が

低

下

し

て

お

り

、

海

外

事

業

の

明

暗

が

よ

り

鮮

明

に

な

っ

て

い

る

状

況

が

示

唆

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

今

後

３

年

程

度

の

方

針

に

つ

い

て

は

、

「

拡

大

」

「

現

状

維

持

」

が

減

少

し

た

一

方

で

、

「

縮

小

」

「

撤

退

」

が

増

加

し

た

と

し

て

い

る

。

　

海

外

進

出

の

理

由

（

最

重

要

）

に

つ

い

て

は

、

「

海

外

市

場

の

拡

大

が

期

待

で

き

る

た

め

」

が

最

も

高

く

約

４

割

。

海

外

に

お

け

る

人

件

費

の

上

昇

な

ど

を

背

景

に

「

安

い

人

件

費

等

を

活

用

し

た

コ

ス

ト

ダ

ウ

ン

の

た

め

」

は

前

回

調

査

の

�

・

７

％

か

ら

�

・

０

％

に

低

下

し

た

と

し

て

い

る

。

　

進

出

先

・

進

出

予

定

先

に

つ

い

て

は

、

海

外

進

出

を

行

っ

て

い

る

企

業

の

う

ち

、

約

半

数

が

中

国

に

進

出

。

た

だ

し

、

中

国

へ

の

進

出

率

は

低

下

し

て

お

り

、

今

後

の

進

出

予

定

先

と

し

て

も

ポ

ジ

シ

ョ

ン

は

低

下

し

て

い

る

。

他

方

、

ベ

ト

ナ

ム

へ

の

進

出

率

は

上

昇

し

、

今

後

の

進

出

予

定

先

と

し

て

も

注

目

度

が

高

い

と

し

て

い

る

。

　

輸

出

事

業

の

状

況

・

意

向

に

つ

い

て

は

、

全

産

業

の

う

ち

輸

出

を

行

っ

て

い

る

企

業

は

�

・

４

％

、

「

予

定

・

検

討

」

及

び

「

興

味

・

関

心

が

あ

る

」

企

業

の

合

計

は

９

・

３

％

。

輸

出

を

行

っ

て

い

る

企

業

比

率

は

、

製

造

業

�

・

０

％

、

非

製

造

業

８

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

こ

の

調

査

の

対

象

企

業

は

、

商

工

中

金

の

取

引

先

中

小

企

業

、

ア

ン

ケ

ー

ト

の

郵

送

送

付

先

数

は

１

万

�

社

（

回

収

率

�

・

６

％

）

、

有

効

回

答

数

は

４

３

８

４

社

と

な

っ

て

い

る

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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